
ニギハヤヒ降臨伝承の方法と意義

記
・
紀
の
成
立
し
た
八
世
紀
初
頭
か
ら
一
～
二
世
紀
を
経
て
、
氏
文
と

総
称
さ
れ
る
文
献
が
幾
つ
か
編
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
氏
文
に

見
ら
れ
る
記
事
は
、
一
定
の
独
自
性
を
有
し
な
が
ら
も
、
記
・
紀
（
主
に

紀
）
の
内
容
に
大
き
く
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
に
つ
い
て
の

（１）
指
摘
が
あ
る
。
従
っ
て
氏
文
は
、
九
・
十
世
紀
の
記
・
紀
の
受
容
の
様
相

を
窺
い
知
る
た
め
の
資
料
と
も
な
り
得
る
訳
で
あ
る
。

『
先
代
薑
事
本
紀
』
（
以
下
薑
事
紀
）
は
成
立
事
情
が
未
詳
で
あ
り
、
厳

密
な
意
味
で
氏
文
の
範
囑
に
括
れ
る
文
献
だ
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な

（２）

い
。
諸
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
本
文
の
大
部
分
は
記
・
紀
と
『
古
語
拾
遺
一

か
ら
の
引
用
の
繋
ぎ
合
わ
せ
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
薑
事
紀
独
自
の
記
事

も
散
見
し
て
い
る
。
特
に
そ
の
部
分
の
内
容
か
ら
、
奮
事
紀
の
編
者
は
物

部
氏
に
所
縁
の
あ
る
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
の
伝
承
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ

れ
は
、
記
・
紀
に
採
ら
れ
る
以
前
の
始
祖
伝
承
、
或
い
は
記
・
紀
に
漏
れ

落
ち
た
氏
族
伝
承
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
る
上
で
の
有
効
な
資
料
と
い
う

意
味
で
、
薑
事
紀
の
中
で
は
最
も
注
目
度
の
高
い
記
事
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
本
稿
で
は
、
薑
事
紀
の
所
伝
に
基
い
て
物
部
伝
承
を
記
・
紀
以
前

に
遡
る
と
い
う
考
察
は
行
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
蕾
事
紀
の
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ

ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
伝
承
の
方
法
と
意
義

Ｉ
『
先
代
奮
事
本
紀
』
の
評
価
Ｉ

降
臨
伝
承
か
ら
、
記
・
紀
に
依
拠
し
た
部
分
を
取
り
除
い
て
ゆ
き
、
物
部

伝
承
の
原
形
を
探
っ
て
ゆ
く
方
向
の
考
察
で
は
、
記
・
紀
の
読
み
、
更
に

は
薑
事
紀
の
構
造
と
い
う
二
つ
の
重
要
な
問
題
が
視
野
に
入
っ
て
こ
な
い

からである。

当
該
伝
承
は
、
六
種
あ
る
記
・
紀
の
天
孫
降
臨
条
の
記
事
の
中
か
ら
、

利
用
す
る
の
に
都
合
の
よ
い
も
の
を
選
ん
だ
上
で
纏
め
ら
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
述
作
者
は
記
・
紀
間
の
差
異
を
明
確

に
意
識
し
た
上
で
、
依
拠
す
べ
き
記
事
の
取
捨
選
択
を
行
っ
た
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
に
は
、
当
該
伝
承
に
関
わ
っ
た
人
物
が
天
孫
降
臨
神
話
を
ど
う

読
ん
だ
の
か
と
い
う
、
記
・
紀
の
受
容
に
つ
い
て
の
見
過
ご
せ
な
い
問
題

が
存
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
ま
た
薑
事
紀
が
一
つ
の
文
献
で
あ
る
以
上
、

編
纂
者
の
意
図
に
貫
か
れ
て
纏
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
独
自
の
構
造

が
形
づ
く
ら
れ
る
筈
な
の
で
あ
る
。
薑
事
紀
の
伝
承
と
記
・
紀
の
そ
れ
と

相
違
も
、
構
造
の
違
い
か
ら
生
じ
て
く
る
と
い
う
視
点
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

先
ず
当
該
伝
承
の
述
作
者
が
、
記
・
紀
や
「
古
語
拾
遺
』
の
記
事
を
ど

の
よ
う
に
見
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
ら
を
ど
う
利
用
し
て
伝
承
を
再
構
成
し

た
の
か
を
、
蕾
事
紀
の
構
造
に
つ
い
て
も
押
さ
え
な
が
ら
考
え
て
ゆ
き
た

い
と
思
う
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
薑
事
紀
の
文
献
と
し
て
の
性
質
の
一

工

藤

浩
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ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
に
つ
い
て
、
『
古
事
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

Ａ
故
爾
に
迩
藝
速
日
命
参
赴
き
て
、
天
つ
神
の
御
子
に
白
し
し
く
、
「
天

つ
神
の
御
子
天
降
り
坐
し
つ
と
聞
け
り
・
故
、
追
ひ
て
参
降
り
來
つ
・
」

と
ま
を
し
て
、
即
ち
天
津
瑞
を
献
り
て
仕
へ
奉
り
き
。
故
、
迩
藝
速

日
命
、
登
美
毘
古
が
妹
、
登
美
夜
毘
責
を
要
し
て
生
め
る
子
、
宇
摩

志麻渥命。“郵側梛蠅卿祇臣、

（神武条）

こ
の
記
事
に
は
、
暖
昧
な
点
が
多
々
あ
る
．
先
ず
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
の
素
性

に
つ
い
て
、
子
の
ウ
マ
シ
マ
ヂ
の
割
注
に
示
さ
れ
る
だ
け
で
、
直
接
言
及

さ
れ
て
い
な
い
。
物
部
氏
の
祖
で
あ
る
こ
と
を
記
す
態
度
は
甚
だ
消
極
的

で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
参
降
」
に
つ
い
て
も
、
用
字
は

地
上
へ
の
降
臨
を
暗
示
し
な
が
ら
も
、
「
天
つ
神
の
御
子
」
を
神
武
だ
と
考

（３）

え
る
な
ら
ば
、
東
征
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
「
参
降
」
も
、

「
天
つ
神
の
御
子
」
を
追
っ
て
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
更
に
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ

の
所
持
し
た
、
レ
ガ
リ
ヤ
を
意
味
す
る
と
見
ら
れ
る
「
天
津
瑞
」
の
内
容

も
未
詳
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
日
本
書
紀
」
に
は
、
次
の
三
箇
所

に
亘
る
記
述
が
あ
る
。

Ｂ
抑
又
、
璽
土
老
翁
に
聞
き
き
。
日
ひ
し
ぐ
、

『
東
に
美
き
地
有
り
。
青
山
四
周
れ
り
。
其
の
中
に
亦
、
天
磐
舟
に
乗

り
て
飛
び
降
る
者
有
り
。
』
と
い
ひ
き
。
余
謂
ふ
に
、
彼
の
地
は
、
必

ず
以
て
大
業
を
恢
弘
べ
て
、
天
下
の
光
宅
る
に
足
り
ぬ
べ
し
。
蓋
し

六
合
の
中
心
か
・
厭
の
飛
び
降
る
と
い
ふ
者
は
是
饒
速
日
と
謂
ふ
か
。

何
ぞ
就
き
て
都
つ
く
ら
ざ
ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
諸
の
皇
子
對
へ
て

面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
・

一

日
さ
く
、
「
理
實
灼
然
な
り
。
我
も
値
に
以
て
念
と
し
つ
。
早
に
行
ひ

た
ま
へ
」
と
ま
う
す
。
（
神
武
即
位
前
甲
寅
年
）

Ｃ
時
に
長
随
彦
、
乃
ち
行
人
を
遣
し
て
、
天
皇
に
言
し
て
日
さ
く
、
「
嘗
、

天
神
の
子
有
し
ま
し
て
、
天
磐
舟
に
乗
り
て
、
天
よ
り
降
り
止
で
ま

せり。號けて櫛玉饒速日雛繩細即批珪鑪墹と日す。是吾が妹二一

炊屋媛跡函批抵鳥を婆りて、遂に兒息有り。名をば可美眞手

命舸識祁娠哩誠雄抵干と日す。故、吾、饒速日命を以て、君と

し
て
奉
へ
ま
つ
る
。
夫
れ
天
神
の
子
、
豈
雨
種
有
さ
む
や
。
奈
何
ぞ

更
に
天
神
の
子
と
祷
り
て
、
人
の
地
を
奪
は
む
、
吾
心
に
推
る
に
、

未
必
爲
信
な
ら
む
」
と
ま
う
す
。
天
皇
日
は
く
、
「
天
神
の
子
亦
多
に

あ
り
。
汝
が
君
と
す
る
所
、
是
實
に
天
神
の
子
な
ら
ば
、
必
ず
表
物

有
ら
む
。
相
見
せ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
長
随
彦
、
即
ち
饒
速
日
命
の

天
羽
羽
矢
一
隻
及
び
歩
靭
を
取
り
て
、
天
皇
に
示
せ
奉
る
。
天
皇
覧

し
て
日
は
く
、
「
事
不
虚
な
り
け
り
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
還
り
て
所
御

の
天
羽
羽
矢
一
隻
及
び
歩
靭
を
以
て
、
長
随
彦
に
賜
示
ふ
。
長
随
彦
、

其
の
天
表
を
見
て
、
益
碆
踏
る
こ
と
を
懐
く
。
然
れ
ど
も
凶
器
已
に

構
え
て
、
其
の
勢
、
中
に
休
む
こ
と
得
ず
。
而
し
て
猶
迷
へ
る
圖
を

守
り
て
、
復
改
へ
る
意
無
し
。
饒
速
日
命
、
本
よ
り
天
神
態
惣
し
た

ま
は
く
は
、
唯
天
孫
の
み
か
と
い
ふ
こ
と
を
知
れ
り
。
且
夫
の
長
随

彦
の
稟
性
愼
恨
り
て
、
教
ふ
る
に
天
人
の
際
を
以
て
す
べ
か
ら
ざ
る

こ
と
を
見
て
、
乃
ち
殺
し
つ
。
其
の
衆
を
帥
ゐ
て
歸
順
ふ
。
天
皇
、

素
よ
り
饒
速
日
命
は
、
是
天
よ
り
降
れ
り
と
い
ふ
こ
と
を
聞
し
め
せ

り
。
而
し
て
今
果
し
て
今
忠
效
を
立
つ
。
則
ち
褒
め
て
寵
み
た
ま
ふ
。

此
物
部
氏
の
遠
祖
な
り
。

（神武即位前戊午年）

，
饒
速
日
命
、
天
磐
舟
に
乗
り
て
、
太
虚
を
翔
行
き
て
、
是
の
郷
を
睨
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り
て
降
り
た
ま
ふ
に
及
至
り
て
、
故
、
因
り
て
目
け
て
、
「
虚
空
見
つ

日
本
の
國
」
と
日
ふ
。
（
神
武
三
十
有
一
年
）

内
容
の
多
寡
と
い
う
面
だ
け
見
て
も
、
記
に
比
べ
て
紀
の
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
に

関
す
る
詳
細
さ
が
際
だ
っ
て
い
る
。
Ｃ
の
本
文
に
は
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
の
素

性
が
「
物
部
氏
の
遠
祖
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
で
は
「
飛
び
降
る
」

の
表
現
に
よ
っ
て
、
東
征
で
は
な
く
降
臨
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
降
臨
も
神
武
東
征
に
先
立
つ
も
の
と
さ
れ
、
順
序
が
逆
転
し
て

い
る
。
ま
た
、
Ｂ
・
Ｃ
．
Ｄ
の
三
箇
所
に
亘
っ
て
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
が
降
臨

に
際
し
て
用
い
た
「
天
磐
舟
」
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
Ｃ
で
は
、

記
の
「
天
津
瑞
」
に
対
応
す
る
「
天
表
」
の
内
容
が
「
天
羽
羽
矢
一
隻
及

び
歩
靭
」
だ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
所
持
す
る
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
を
「
天

つ
神
の
御
子
」
と
認
め
て
お
り
、
「
天
表
」
を
レ
ガ
リ
ヤ
と
し
て
は
っ
き
り

と
性
格
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
Ａ
～
Ｄ
を
見
る
限
り
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
の
事
跡
に
つ
い
て
の

書
き
ぶ
り
に
は
、
記
・
紀
間
で
大
き
な
食
い
違
い
が
あ
る
．
物
部
氏
の
伝

承
を
避
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
、
記
紀
に
共
通
し
て
見
受
け
ら
れ
る
が
、

（４）

特
に
記
に
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
神
武
紀
の
述
作

者
が
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必

要
性
は
と
り
た
て
て
認
め
が
た
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
差
異
は
記
が
多

（５）

く
を
省
略
し
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
と
す
る
通
説
に
従
う
べ
き
で
あ
る

Ｏ

、
フ

そ
う
し
た
場
合
に
、
薑
事
紀
の
当
該
伝
承
の
述
作
者
の
目
に
は
、
記
よ

り
紀
の
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
に
関
す
る
記
述
の
方
が
好
ま
し
い
も
の
に
映
じ
た
筈

で
あ
る
。
新
た
な
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
の
伝
承
は
、
紀
の
記
述
を
基
本
と
し

た
上
で
、
記
の
そ
れ
を
加
味
し
て
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推

薑
事
紀
で
は
、
紀
の
所
伝
の
基
づ
き
天
磐
舟
に
乗
っ
て
の
降
臨
と
い
う

形
を
と
っ
て
い
る
。
素
性
に
つ
い
て
は
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
の
名
を
「
天
照
國

照
彦
天
火
明
櫛
玉
饒
速
日
尊
」
と
表
記
し
、
尾
張
氏
の
祖
ホ
ア
カ
リ
と
同

一
で
あ
り
し
か
も
、
一
三
ギ
の
兄
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
神
名
の
合
一
化

は
繼
禮
・
欽
明
朝
以
降
に
生
じ
た
物
部
・
尾
張
両
氏
間
の
緊
密
な
交
渉
の

（６）

結
果
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
’
三
ギ
と
の
血
縁
に
つ
い
て
は
、
降
臨
の
順

序
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

記
・
紀
の
場
合
は
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
の
順
序
は
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
東
征

乃
至
大
和
入
り
と
の
前
後
関
係
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
薑
事
紀
の
場
合

そ
れ
が
、
’
三
ギ
の
所
謂
天
孫
降
臨
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
点
が
大
き
な

特
徴
で
あ
る
。
天
孫
降
臨
神
話
が
形
成
さ
れ
る
以
前
に
天
降
る
ニ
ギ
ハ
ヤ

ヒ
と
い
う
物
部
氏
の
氏
祖
伝
承
が
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
す

（７）
る
説
も
あ
る
。
ホ
ア
カ
リ
を
介
し
て
の
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
と
一
三
ギ
の
兄
弟
関

（８）

係
も
ま
た
、
こ
の
伝
承
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
も
説
か
れ
て
い
る
。
も
っ

と
も
な
論
考
で
あ
り
、
従
尋
フ
べ
き
と
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
は
じ
め
に
述
べ

た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
記
・
紀
か
ら
原
伝
承
へ
と
遡
及
す
る
方
向
で
の
考

察
は
行
わ
な
い
。
述
作
者
の
手
元
に
記
・
紀
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
表

記
も
含
め
た
内
容
を
も
と
に
問
題
と
す
る
伝
承
が
形
成
さ
れ
た
事
は
確
実

な
の
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
は
、
記
・
紀
の
記
事
か
ら
当
該
記
事
を
再
構
成

し
た
手
続
き
に
絞
っ
て
論
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

定
さ
れ
る
。
幸
い
、
当
該
伝
承
に
関
す
る
先
行
論
が
幾
つ
か
あ
る
の
で
、

こ
れ
ら
に
依
り
つ
つ
菖
事
紀
述
作
者
の
と
っ
た
手
法
を
具
体
的
に
見
て
ゆ

く
こ
と
に
す
る
。一一
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当
該
記
事
の
述
作
者
は
勿
論
、
紀
の
一
三
ギ
が
イ
ハ
レ
ビ
コ
に
先
立
つ

と
い
う
順
序
を
採
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
神
武
記
に
は
、
先

に
も
引
用
し
た
よ
う
に
「
天
神
御
子
」
と
い
、
７
表
記
が
あ
る
点
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
れ
が
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
点
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
だ
が
古
事
記
で
は
、
「
天
神
御
子
」
の
表
記
は
「
天
皇
に
繋
が
る
直
系

（９）

の
系
列
の
神
」
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
以
外
で
も
オ
シ
ホ
ミ

ミ
或
い
は
一
三
ギ
の
こ
と
を
示
す
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
問
題
の
記
事

を
述
作
す
る
際
に
、
こ
の
点
が
意
識
さ
れ
た
こ
と
も
想
定
し
得
る
の
で
は

な
い
か
。
即
ち
、
記
・
紀
の
段
階
で
は
あ
く
ま
で
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
と
イ
ハ
レ

ビ
コ
と
の
畿
内
へ
の
到
達
の
前
後
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
薑

事
紀
の
述
作
者
は
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
を
先
と
す
る
紀
の
記
述
に
依
っ
た
の
で

あ
る
が
、
順
序
が
問
題
と
な
る
相
手
が
記
に
は
「
天
神
御
子
」
と
記
載
さ

れ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
問
題
を
降
臨
の
順
序
に
す
り
か
え
、
ニ
ギ
ハ
ヤ

ヒ
が
先
で
ニ
ニ
ギ
が
後
と
い
う
新
た
な
神
話
を
形
成
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
周
知
の
よ
う
に
、
天
孫
降
臨
神
話
と
神
武
東
征
伝
説
と
の
関
連
性
の

深
さ
に
つ
い
て
は
、
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
両
者
の
発
想
の

根
底
に
大
嘗
祭
と
い
う
共
通
の
祭
式
が
存
し
た
た
め
だ
と
見
る
こ
と
が
で

（旧）

きるだろ、７。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
降
臨
伝
承
の
下
地
と
な
っ
た
天
孫
降
臨
神
話
に
は
、

記
と
紀
本
文
、
第
一
・
二
・
四
・
六
の
あ
わ
せ
て
六
つ
の
異
伝
が
存
在
し

て
い
る
。
こ
れ
を
七
つ
の
構
成
要
素
に
分
け
て
、
そ
の
発
展
の
段
階
を
考

（

Ⅱ

）

（

吃

）

察
し
た
著
名
な
論
が
あ
る
。
こ
れ
に
沿
っ
て
薑
事
紀
の
所
伝
を
加
え
た
論

も
既
に
公
に
さ
れ
て
い
る
。
二
箇
所
の
薑
事
紀
の
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
伝
承

の
記
事
は
、
い
ず
れ
も
長
文
で
あ
る
の
で
引
用
は
避
け
て
、
こ
の
分
類
に

従
っ
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

（
１
）
降
臨
の
司
令
神
…
天
照
太
神

（
２
）
司
令
を
受
け
て
降
臨
す
る
神
…
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
ち
に
ニ

ギ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
に
代
る

（
３
）
降
臨
の
際
の
容
姿
…
降
臨
の
際
に
出
誕
し
た
が
特
別
の
記
載
な

し
天
磐
舟
に
乗
る

（
４
）
降
臨
地
…
河
内
国
河
上
嘩
峯
の
ち
に
大
倭
国
烏
見
白
庭
山

（
５
）
随
伴
す
る
神
々
…
天
香
山
命
外
三
十
一
人
、
五
部
人
、
五
部
造
、

天
物
部
等
二
十
五
部
人
、
船
長
・
梶
取
・
船
子

（
６
）
神
宝
の
授
与
…
十
種
の
神
宝
の
授
与

（
７
）
瑞
穂
国
統
治
の
神
勅
…
国
見
説
話

こ
の
分
類
に
は
若
干
の
修
正
す
べ
き
点
が
あ
る
。
（
６
）
の
十
種
の
神
宝

の
授
与
に
は
、
鎮
魂
に
関
す
る
神
勅
が
伴
わ
れ
る
こ
と
を
補
う
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
、
国
見
説
話
を
（
７
）
の
瑞
穂
国
統
治
の
神
勅
に
分
類
す
る
の

は
問
題
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
竜
フ
。
国
見
は
天
磐
舟
に
乗
っ
て
行
わ
れ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
（
３
）
に
付
随
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
書
フ
。

さ
て
、
こ
の
七
要
素
の
う
ち
紀
に
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
分
類
が
問

題
の
（
７
）
国
見
説
話
に
加
え
、
（
２
）
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
が
、
（
３
）
天
磐
舟

に
乗
る
と
い
、
フ
三
点
の
み
で
あ
る
。
（
７
）
は
紀
の
表
記
の
殆
ど
そ
の
ま
ま

の
引
用
だ
が
、
（
２
）
の
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
が
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
交
替
す
る
部
分
と
、

（
３
）
の
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
が
降
臨
の
際
に
出
誕
し
た
こ
と
は
、
と
も
に
記
の
記

（旧）

事
か
ら
の
引
用
と
断
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
作
者
が
、
本
来
は
無
関

係
の
天
孫
降
臨
の
記
事
の
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
の

降
臨
伝
承
を
再
構
成
す
る
手
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
天
照
太

神
が
降
臨
の
司
令
を
す
る
と
い
う
（
１
）
も
、
同
様
の
方
法
と
見
ら
れ
る
。

物
部
氏
の
祖
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
の
降
臨
は
本
来
、
高
天
原
の
主
催
神
で
あ
り
皇
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と
こ
ろ
が
、
当
該
記
事
の
（
４
）
（
５
）
（
６
）
は
、
記
・
紀
や
『
古
語

拾
遺
』
に
は
記
載
の
な
い
、
全
く
独
自
の
内
容
を
持
つ
要
素
で
あ
る
。
当

該
伝
承
が
注
目
さ
れ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
が
ど
の
よ

う
に
為
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

そ
の
際
に
、
物
部
氏
に
は
大
連
と
首
の
姓
を
異
に
す
る
二
系
統
が
存
し

（脚）

た
こ
と
が
歴
史
学
の
方
面
か
ら
の
指
摘
を
念
頭
に
お
い
て
論
を
進
め
た

い
。
物
部
首
は
石
上
の
地
に
土
着
の
勢
力
で
あ
り
、
本
来
は
市
河
も
し
く

は
春
日
を
名
の
っ
て
い
た
。
一
方
、
物
部
大
連
は
古
墳
時
代
後
期
に
あ
た

る
五
世
紀
の
後
半
に
石
上
の
地
に
進
出
し
た
氏
族
で
あ
り
、
市
河
・
春
日

ら
の
土
着
勢
力
を
支
配
下
に
入
れ
、
物
部
首
に
改
姓
さ
せ
た
と
言
わ
れ
て

（旧）
い
る
。
物
部
大
連
は
軍
事
的
氏
族
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
後
述
す
る

よ
う
に
記
・
紀
に
記
載
さ
れ
る
物
部
関
係
の
記
事
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

今
問
題
と
し
て
い
る
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
物
部
大
連
の

始
祖
で
あ
る
。
（
４
）
の
降
臨
地
に
つ
い
て
、
紀
の
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
関
係
の
記

事
に
は
明
確
な
形
で
は
な
い
な
が
ら
も
、
漠
然
と
畿
内
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
す
る
字
句
が
見
ら
れ
る
。
Ｂ
の
「
東
に
美
き
地
有
り
。
青
山
四
周
れ
り
。
」

「
蓋
し
六
合
の
中
心
か
。
」
及
び
Ｄ
の
「
虚
空
見
つ
日
本
の
國
」
が
そ
れ
で

祖
神
で
あ
る
天
照
太
神
に
司
令
さ
れ
る
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
に
関
す
る
記
述
に
於
い
て
も
、
薑

事
紀
の
他
の
部
分
と
同
様
に
、
記
・
紀
の
記
事
の
引
用
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る

手
法
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
述
作
者
が
、
天
孫
降
臨

に
見
劣
り
し
な
い
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
降
臨
伝
承
を
目
指
し
た
た
め
で
あ

う（Ｚ、旬ノ。

三

あ
る
。
蕾
事
紀
で
は
、
降
臨
地
点
を
「
河
内
国
峰
峯
」
に
特
定
し
た
上
、

更
に
「
大
倭
国
鳥
見
白
庭
山
」
へ
遷
坐
す
る
と
い
う
展
開
が
示
さ
れ
て
い

つく》◎神
が
移
動
す
る
内
容
の
神
話
は
、
そ
の
神
を
奉
祭
す
る
人
の
移
動
と
い

（肥）

う
事
実
の
反
映
だ
い
、
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
。
河
内
・
大
和
に
は
、
ニ

ギ
ハ
ヤ
ヒ
関
係
の
式
内
社
が
多
く
分
布
し
て
い
る
。
現
在
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
を

祭
神
と
す
る
神
社
の
み
に
絞
っ
て
も
、
河
内
國
に
は
石
川
・
古
市
・
河
内
・

交
野
・
若
江
・
志
紀
の
各
郡
に
合
わ
せ
て
七
社
を
数
え
る
。
大
和
國
で
は

添
上
・
城
上
郡
の
計
四
社
に
加
え
、
著
名
な
山
邊
郡
の
、
フ
ッ
ノ
ミ
タ
マ

を
祭
る
石
上
神
宮
が
存
し
て
い
る
。
う
ち
、
城
上
郡
の
一
社
は
登
彌
神
社

と
称
し
て
お
り
、
添
下
郡
に
も
祭
神
こ
そ
異
に
す
る
が
、
登
彌
神
社
の
存

（Ⅳ）

在
が
認
め
ら
れ
る
。
諸
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
物
部
大
連
が
本
貫
を
石
上

の
地
に
定
め
た
の
は
、
本
来
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
河
内
か
ら
大
和
の
烏
見

を
経
て
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
河
内
国
曄
峯
」
に
降
臨
の
後
「
大

倭
国
烏
見
白
庭
山
」
へ
遷
坐
す
る
と
い
う
伝
承
に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
見

（旧）

て
よ
か
ろ
う
。
降
臨
と
東
征
と
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
す
る
論
も
あ
り
、

薑
事
紀
の
当
該
記
事
に
は
、
記
・
紀
に
は
採
ら
れ
ず
に
漏
れ
落
ち
た
物
部

大
連
の
始
祖
伝
承
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
の
降
臨
地
は
、
独
自
性
を
持
ち
つ
つ
記
・
紀
の
内
容
と
も
齪
蠕
を

来
す
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
（
６
）
の
「
十
種
瑞
寳
」
を
め
ぐ
る
薑
事

紀
の
内
容
に
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
大
き
な
問
題
点
が
残
る
。
そ
れ
は

「
十
種
瑞
寳
」
と
「
天
津
瑞
」
（
記
）
「
天
表
」
「
天
羽
羽
矢
一
隻
及
歩
報
」

（
紀
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
処
理
の
し
方
に
あ
る
。

当
該
記
事
が
、
記
・
紀
『
古
語
拾
遺
』
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
ニ
ギ

ハ
ヤ
ヒ
が
降
臨
の
際
に
鎮
魂
の
呪
力
を
持
つ
「
十
種
瑞
寳
」
を
与
え
ら
れ
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た
点
に
あ
る
。
薑
事
紀
の
「
十
種
瑞
寳
」
に
関
す
る
記
事
を
順
を
追
っ
て

見
て
ゆ
く
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

ａ
天
神
御
祖
詔
て
、
天
璽
瑞
寳
十
種
を
授
く
。
謂
は
ゆ
る
礒
都
鏡
一
、

邊
都
鏡
一
、
八
握
劔
一
、
生
玉
一
、
死
反
玉
一
、
足
玉
一
、
道
反
玉

一
、
蛇
の
比
禮
一
、
蜂
の
比
禮
一
、
品
の
物
の
比
禮
一
、
是
れ
也
。

天
神
御
祖
教
へ
詔
て
曰
く
、
「
若
し
痛
む
虚
有
ら
ば
弦
の
十
寳
を
令

て
、
一
、
二
、
三
、
四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
九
、
十
と
謂
ひ
て
ふ

る
へ
。
ゆ
ら
ゆ
ら
と
ふ
る
へ
。
此
く
の
如
之
を
爲
ば
、
死
人
は
反
て

生
き
ん
や
。
」
是
れ
則
ち
布
瑠
の
言
の
本
な
り
。

（
巻
第
三
「
天
神
本
紀
」
当
該
箇
所
）

ｂ
饒
速
日
尊
、
夢
を
以
て
妻
御
炊
屋
姫
に
教
へ
て
云
く
、
「
汝
が
子
如
し

吾
が
形
見
物
み
せ
ば
、
即
ち
天
璽
瑞
寳
を
授
く
。
亦
天
羽
羽
弓
、
天

羽
羽
矢
、
復
た
神
衣
帯
手
貫
三
物
、
登
美
白
庭
邑
に
葬
数
め
よ
・
此

を
以
て
墓
と
爲
せ
・
」
（
巻
第
三
「
天
神
本
紀
」
）

Ｃ
朕
其
の
忠
節
を
嘉
び
、
特
に
褒
寵
を
加
へ
授
く
る
に
神
劔
を
以
て
其

の
大
勲
に
答
へ
た
ま
ふ
。
凡
て
厭
の
神
劔
師
霊
劔
刀
、
亦
の
名
は
布

都
主
神
魂
刀
、
亦
は
佐
士
布
都
と
云
ひ
、
亦
は
建
布
都
と
云
ひ
、
亦

は
豐
布
都
と
云
ふ
是
な
り
。
復
た
宇
摩
志
麻
治
命
、
天
神
御
祖
の
饒

速
日
尊
に
授
け
た
ま
ふ
天
璽
瑞
寳
十
種
壹
を
以
て
、
天
孫
に
奉
献
る
。

天
孫
大
に
嘉
び
、
特
に
寵
異
を
増
す
。
（
巻
第
五
「
天
孫
本
紀
」
）

．
辛
酉
年
元
年
と
爲
し
、
春
正
月
庚
辰
朔
、
橿
原
宮
に
都
す
。
肇
て
皇

位
に
即
く
。
正
妃
媛
路
轤
五
十
鈴
媛
を
尊
び
て
、
立
て
て
皇
后
と
爲

す
。
則
ち
大
三
輪
の
大
神
の
女
也
。
宇
摩
志
麻
治
命
天
瑞
寳
を
奉
献

り
、
神
楯
を
竪
て
て
以
て
齋
ふ
。
亦
今
木
を
立
つ
。
亦
五
十
櫛
を
布

都
主
劔
大
神
に
刺
し
緯
ら
し
、
齋
殿
の
内
に
崇
め
、
十
寳
を
蔵
め
、

以
て
近
き
宿
に
侍
る
。
因
り
て
足
尼
と
號
く
。
其
の
足
尼
の
號
は
此

れ
從
り
始
る
。
天
富
命
、
諸
忌
部
を
率
て
天
璽
鏡
劔
を
捧
げ
、
正
安

殿に奉る。

（巻第七「天皇本紀」）

ｅ
十
一
月
丙
午
朔
庚
寅
。
宇
摩
志
麻
治
命
、
殿
内
に
天
璽
瑞
寳
を
齋
ひ

奉
る
。
帝
后
の
爲
に
御
魂
を
崇
め
鎭
め
、
壽
詐
を
祈
祷
り
奉
る
。
所

謂
御
魂
の
祭
、
此
れ
自
り
始
れ
り
。
凡
そ
蕨
の
天
瑞
謂
は
く
、
「
宇
摩

志
麻
治
命
の
先
考
饒
速
日
尊
、
天
自
り
受
け
來
る
天
璽
瑞
寳
是
な
り
。

所
謂
演
津
鏡
一
、
邊
都
鏡
一
、
八
握
劔
一
、
生
玉
一
、
足
玉
一
、
死

反
玉
一
、
道
反
玉
一
、
蛇
の
比
禮
一
、
蜂
の
比
禮
一
、
品
の
物
の
比

禮
一
、
是
れ
也
。
天
神
教
へ
導
き
た
ま
は
く
「
若
し
痛
む
虚
有
ら
ば

絃
の
十
寳
を
令
て
、
一
、
二
、
三
、
四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
九
、

十
と
謂
ひ
て
ふ
る
へ
。
ゆ
ら
ゆ
ら
と
ふ
る
へ
・
此
く
の
如
之
を
爲
ば
、

死
人
は
返
り
生
き
ん
や
。
」
即
ち
是
れ
布
瑠
の
言
の
本
な
り
。
所
謂
御

鎭
魂
祭
是
れ
其
の
縁
な
り
。
其
の
鎭
魂
祭
の
日
は
、
媛
女
君
等
百
歌

女
を
率
て
、
其
の
言
の
本
を
學
げ
、
神
樂
を
歌
ひ
侭
ふ
。
尤
是
れ
其

の
縁
な
り
。
（
巻
第
七
「
天
皇
本
紀
」
）

「
十
種
瑞
寳
」
は
先
ず
ａ
で
、
天
神
御
祖
か
ら
降
臨
す
る
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
に

与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
記
・
紀
の
所
謂
三
種
神
器
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
三
種
神
器
は
、
天
孫
降
臨
に
際

し
て
天
照
大
神
若
し
く
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
（
高
木
神
）
よ
り
ニ
ニ
ギ
に
授

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
・
紀
は
初
代
天
皇
神
武
の
即
位
に
際

し
て
に
三
種
神
器
が
授
与
さ
れ
る
記
事
を
持
た
な
い
。
『
古
語
拾
遺
』
は
三

種
神
器
で
は
な
く
、
玉
を
除
く
二
種
を
天
璽
と
す
る
立
場
を
と
る
が
、
神

武
即
位
式
の
場
で
「
天
璽
劔
鏡
」
が
授
与
さ
れ
る
記
述
を
有
す
る
点
を
評

（旧）

価
す
べ
き
事
が
指
摘
さ
れ
る
。
薑
事
紀
で
は
、
天
皇
家
の
レ
ガ
リ
ヤ
に
関
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す
る
記
述
は
全
て
『
古
語
拾
遺
』
に
依
拠
し
て
お
り
、
ｄ
に
あ
る
よ
う
に

忌
部
が
「
天
璽
劔
鏡
」
を
奉
る
記
述
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
『
古
語
拾
遺
』

の
文
脈
に
沿
っ
て
ｂ
で
「
天
璽
瑞
寳
」
を
受
け
継
い
だ
ウ
マ
シ
マ
ヂ
が
、

ｄ
で
は
「
天
瑞
寳
」
を
奉
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
十
種
瑞
寳
」
「
天
璽
瑞

寳
」
「
天
瑞
寳
」
が
全
て
同
じ
だ
と
見
倣
し
得
る
な
ら
ば
、
薑
事
紀
は
こ
れ

を
物
部
の
レ
ガ
リ
ヤ
と
す
る
主
張
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
ｂ
で
「
天
璽
瑞
寳
」
と
と
も
に
「
天
羽
羽
弓
、
天
羽
羽
矢
」

を
も
授
け
る
こ
と
が
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
の
夢
の
お
告
げ
に
表
れ
て
い
る
。
「
天
羽

義
羽
弓
」
は
他
書
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
紀
の
「
天
羽
羽
矢
一
隻
及
歩
鞭
」

硫に引かれたものであることは自明であろう。更に蕾事紀が問題

施なのは、巻第六「皇孫本紀」末尾の神武東征服の箇所にはニギ

加ハヤヒがナガスネビコと互いの持つ「表物」の「天羽羽矢一隻

伝
及
歩
報
」
を
見
せ
あ
う
と
い
う
紀
か
ら
の
引
用
を
記
載
し
て
い
る
点
で
あ

脇る。
徒見てきたように薑事紀は、天皇家のレガリヤに関しては「天

、や
璽
劔
鏡
」
に
統
一
し
、
三
種
神
器
に
は
ふ
れ
な
い
と
い
う
、
整
合
性
に
対

二
す
る
配
慮
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
物
部
の
レ
ガ
リ
ヤ
を
「
十
種

瑞
寳
」
で
あ
る
と
の
主
張
を
行
い
な
が
ら
も
、
そ
の
立
場
と
は
鋭
く
対
立

す
る
紀
の
「
天
羽
羽
弓
、
天
羽
羽
矢
」
「
天
羽
羽
矢
一
隻
及
歩
叙
」
に
も
ふ

れ
て
い
る
の
は
、
一
貫
性
を
欠
く
不
用
意
な
姿
勢
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
た
し
か
に
薑
事
紀
の
、
特
に
記
・
紀
『
古
語
拾
遺
』
か
ら
の
引

用
部
分
に
は
重
複
や
不
整
合
な
箇
所
も
多
く
見
ら
れ
、
編
纂
の
杜
撰
さ
に

（釦）

つ
い
て
諸
氏
が
言
及
し
て
い
る
。
だ
が
、
編
者
が
重
視
す
べ
き
「
十
種
瑞

寳
」
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
な
杜
撰
な
扱
い
が
み
ら
れ
る
の
は
全
く
不
審

で
あ
る
。
こ
こ
に
紀
の
「
天
表
」
を
省
略
せ
ず
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

薑
事
紀
の
「
十
種
瑞
寳
」
に
関
す
る
記
述
に
、
統
一
性
を
欠
く
こ
と
を

確
認
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

記
・
紀
に
は
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
以
外
に
も
物
部
氏
に
関
す
る
記
事
が
幾
つ

か
見
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
、
垂
仁
紀
の
石
上
神
宮
の
神
宝
管
理
の
件
を
除

く
と
、
他
は
剣
乃
至
戦
闘
に
関
わ
る
内
容
の
所
伝
で
占
め
ら
れ
る
。
物
部

伝
承
は
「
剣
に
神
霊
を
降
下
さ
せ
、
そ
の
呪
力
に
よ
っ
て
相
手
を
屈
伏
さ

（副）
せ
る
」
と
い
う
類
型
が
見
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
勿
論
、
話
と
い
う

も
の
は
氏
族
を
越
え
て
恋
意
的
に
流
出
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
類

型
か
ら
そ
の
話
を
伝
え
た
氏
族
を
限
定
す
る
と
い
う
方
法
が
適
切
で
な
い

（唾）

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、

次
に
挙
げ
る
二
例
は
異
論
な
く
物
部
氏
の
伝
承
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
フ
ッ
ヌ
シ
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
の
斬
っ
た
火

神
の
血
か
ら
出
現
し
た
フ
ッ
ヌ
シ
が
、
紀
で
は
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
と
と
も
に

十
握
劔
を
用
い
て
出
雲
平
定
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
も
ミ
フ
一
つ
は
フ
ッ

ノ
ミ
タ
マ
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
神
武
条
の
熊
野
平
定
の
条
で
は
、

タ
カ
ク
ラ
ヂ
に
降
さ
れ
た
フ
ッ
ノ
ミ
タ
マ
の
霊
威
に
よ
っ
て
失
神
状
態
の

イ
ハ
レ
ビ
コ
一
行
は
正
気
を
取
り
戻
す
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
う
物
部
と
は
勿
論
、
首
系
で
は
な
く
軍
事
的
色
彩
の
強
い
大

な
い
必
要
性
は
、
と
り
た
て
て
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
加

え
て
、
Ｃ
の
ウ
マ
シ
マ
ヂ
が
天
孫
か
ら
フ
ッ
ノ
ミ
タ
マ
を
賜
っ
た
返
礼
に
、

「
天
璽
瑞
寳
十
種
壹
」
を
献
上
し
て
い
と
も
簡
単
に
手
放
し
て
し
ま
う
記
事

を
記
す
意
図
に
は
解
し
難
い
も
の
が
あ
る
。

四
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連
系
を
指
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
祖
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
が
武
具
で
あ
る
「
天

羽
羽
矢
一
隻
及
歩
駁
」
を
レ
ガ
リ
ヤ
と
し
て
い
た
と
の
紀
の
記
事
は
、
一

応
は
納
得
の
ゆ
く
事
柄
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
記
・
紀
の
物

部
伝
承
の
特
徴
に
照
ら
し
て
考
え
た
場
合
、
物
部
大
連
の
レ
ガ
リ
ヤ
は
「
天

羽
羽
矢
一
隻
及
歩
報
」
で
も
「
十
種
瑞
寳
」
で
も
な
く
、
石
上
神
宮
の
主

祭
神
で
あ
る
フ
ッ
ノ
ミ
タ
マ
だ
と
推
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

物
部
氏
と
所
縁
の
深
い
フ
ッ
ヌ
シ
の
神
名
も
、
フ
ッ
ノ
ミ
タ
マ
の
所
有
者

の
意
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
紀
に
書
か
れ
る
「
天
羽
羽

矢
一
隻
及
歩
寂
」
は
、
フ
ッ
ノ
ミ
タ
マ
に
従
属
的
或
い
は
後
次
的
に
添
え

ら
れ
て
い
た
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
電
フ
に

考
え
れ
ば
、
前
節
で
確
認
し
た
、
薑
事
紀
の
持
つ
「
十
種
瑞
寳
」
に
対
す

る
一
貫
性
の
な
い
姿
勢
に
つ
い
て
も
勿
論
、
Ｃ
の
記
事
を
殊
更
に
記
さ
な

（銅）

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
も
、
合
理
的
に
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
「
十
種
瑞
寳
」
と
い
う
概
念
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
に
は
、
（
５
）
の
随
伴
者
の
記
事
が
参
考
と
な
る
だ
ろ
う
。

ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
に
従
っ
た
者
は
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
な
五
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
け
て
記
さ
れ
る
。
記
・
紀
の
一
三
ギ
の
降
臨
の
随
伴
者
の
数

は
、
最
も
多
い
記
で
も
十
二
神
に
過
ぎ
な
い
が
、
薑
事
紀
の
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ

の
場
合
、
重
複
す
る
も
の
も
含
む
が
、
延
べ
四
十
三
の
氏
族
・
部
民
の
祖

の
名
と
、
三
十
の
氏
族
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
の
詳
細
な
分

（鋤）

析
は
先
行
論
に
譲
る
が
、
結
論
的
に
は
未
詳
の
も
の
を
除
き
次
の
三
つ
に

分類される。

一
、
記
・
紀
の
記
事
に
よ
る
も
の

五

二
、
祭
祀
関
係
氏
族

三
、
物
部
氏
の
同
族
、
部
民

こ
の
う
ち
一
は
、
（
１
）
の
司
令
神
を
「
天
照
太
神
」
と
し
た
の
と
同
様

の
方
法
で
、
本
来
は
当
該
伝
承
と
は
無
関
係
だ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

二
に
該
当
す
る
も
の
は
國
造
・
縣
主
・
祝
部
・
神
主
で
あ
る
。
國
造
・
縣

主
は
、
菖
事
紀
巻
第
十
「
國
造
本
紀
」
に
百
二
十
余
り
の
國
造
の
出
自
が

記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
性
が
想
起
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ

に
記
さ
れ
る
三
國
造
・
五
縣
主
の
祖
の
名
が
「
國
造
本
紀
」
と
一
致
す
る

の
は
僅
か
に
安
藝
國
造
の
祖
「
天
湯
津
彦
命
」
の
み
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

ま
た
仮
に
、
「
國
造
本
紀
」
若
し
く
は
そ
の
資
料
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
た

と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
一
三
ギ
降
臨
伝
承
と
の
関
係
は
稀
薄
だ
と
判
断

す
べ
き
で
あ
る
。
三
の
中
に
は
「
五
部
造
」
「
天
物
部
二
十
五
部
人
」
の
よ

う
に
、
始
祖
名
を
記
さ
ず
氏
族
名
の
み
を
羅
列
し
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
の
伝
承
と
は
本
来
無
関
係
と
見
ら
れ

る
。
述
作
者
が
、
こ
れ
ら
始
祖
や
氏
族
を
随
伴
者
に
加
え
た
こ
と
に
も
、

記
・
紀
の
天
孫
降
臨
の
記
事
に
比
べ
て
、
よ
り
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
降
臨

伝
承
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
貫
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

随
伴
者
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
に
述
作
者
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
も
の

と
見
ら
れ
る
が
、
三
の
物
部
氏
の
同
族
、
部
民
の
中
に
は
、
（
４
）
の
降
臨

地
河
上
峰
峯
の
よ
う
に
、
当
該
伝
承
に
本
来
含
ま
れ
て
い
た
が
、
記
・
紀
（お）

に
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
も
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
旧
稿
で

論
じ
た
よ
う
に
「
五
部
人
」
「
船
子
」
に
重
複
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
爲
奈

部
が
そ
れ
で
あ
る
。
爲
奈
部
は
、
設
置
当
時
物
部
氏
に
属
し
た
部
民
で
あ

り
、
造
船
を
職
掌
と
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
当
該
伝
承
の
原
形
は
、
爲

奈
部
が
（
３
）
に
見
ら
れ
る
「
天
磐
舟
」
を
作
っ
て
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
に
献
上
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し
た
上
で
、
そ
の
乗
組
員
と
し
て
降
臨
に
随
伴
し
た
内
容
で
あ
っ
た
と
も

推
定
し
得
る
の
で
あ
る
。
「
五
部
人
」
「
船
子
」
の
二
箇
所
に
記
さ
れ
る
笠

孟）

縫
部
も
、
物
部
に
属
す
る
部
民
で
あ
る
な
ら
ば
同
様
に
考
え
る
余
地
も
あ

る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
部
民
の
始
祖
名
に
は
混
乱
が
あ
り
、
当
該

記
事
が
纏
め
ら
れ
た
際
に
付
加
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
随
伴
者
は
、
爲
奈
部
な
ど
本
来
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
と
関
連

の
深
い
も
の
を
核
と
し
て
、
述
べ
た
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
多
数
の
人
数

を
揃
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
記
・
紀
の
天
孫
降
臨
神
話

に
対
す
る
述
作
者
の
強
い
対
抗
意
識
を
見
て
取
る
べ
き
で
あ
る
。
「
十
種
瑞

寳
」
も
記
・
紀
の
所
謂
三
種
神
器
或
い
は
『
古
語
拾
遺
』
の
「
天
璽
劔
鏡
」

等
を
参
考
に
、
述
作
者
が
同
様
の
意
識
に
基
づ
い
て
机
上
で
整
え
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、
景
行
紀
十
二
年
条
か
ら
「
八
握
劔
」

を
、
神
代
記
の
根
国
訪
問
条
か
ら
「
蛇
比
禮
」
「
蜂
比
禮
」
を
と
い
う
よ
う

に
、
記
・
紀
の
他
の
箇
所
に
記
さ
れ
た
事
物
を
流
用
す
る
手
法
が
用
い
ら

れ
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

「
十
種
瑞
寳
」
は
、
『
令
集
解
』
『
江
家
次
第
』
等
の
文
献
の
鎮
魂
祭
の
条

に
は
現
れ
る
も
の
の
、
石
上
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る
物
部
氏
と
所
縁
の
あ

る
式
内
社
等
に
も
伝
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
現
在
石
上
神
宮
で
、
新
暦
の

毎
年
十
一
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
る
鎮
魂
祭
で
も
、
「
十
代
物
袋
」
と
称
す

る
紙
に
描
い
た
図
を
榊
に
結
わ
え
た
も
の
が
「
十
種
瑞
寳
」
の
代
わ
り
に

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
近
世
の
石
上
神
宮
関
係
の
文

書
で
あ
る
『
物
部
氏
口
傳
抄
』
『
十
種
瑞
寳
秘
傳
記
』
に
は
「
十
種
瑞
寳
」

の
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
江
戸
期
の
石
上
神
宮
に
「
十

種
瑞
寳
」
が
存
在
し
た
こ
と
は
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
薑
事
紀
の
成
立
当

時
に
ま
で
遡
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
十

種
瑞
寳
」
の
実
態
に
関
し
て
は
暖
昧
さ
が
払
拭
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。

こ
れ
も
述
べ
た
よ
う
な
「
十
種
瑞
寳
」
の
概
念
が
作
ら
れ
た
事
情
の
た
め

だ
と
思
わ
れ
る
。一ハ

と
こ
ろ
で
「
十
種
瑞
寳
」
の
記
事
に
は
、
ａ
．
ｅ
に
引
用
し
た
鎮
魂
に

関
す
る
天
神
の
詔
が
伴
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
記
・
紀
、
『
古
語
拾
遺
』
に

は
類
似
の
箇
所
が
全
く
見
ら
れ
ず
、
薑
事
紀
の
独
自
性
が
際
立
つ
内
容
を

有
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
、
何
に
由
来
し
た
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な

らない・
前
半
部
分
は
「
十
種
瑞
寳
」
の
内
訳
を
各
々
の
名
を
示
し
て
説
明
し
て

い
る
の
だ
が
、
列
挙
の
順
序
は
ａ
と
ｅ
で
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
後
半

が
、
「
十
寳
」
を
振
り
な
が
ら
一
か
ら
十
ま
で
を
唱
え
る
と
い
う
、
鎮
魂
の

具
体
的
な
方
法
を
示
す
、
天
神
の
発
し
た
詔
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
呪
術

は
、
「
若
し
痛
む
虚
有
ら
ば
」
行
う
も
の
で
あ
り
、
効
果
は
死
者
を
も
反
生

さ
せ
る
ほ
ど
絶
大
だ
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
医
療
行
為

に
関
わ
る
呪
術
が
降
臨
伝
承
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
は
、
些
か
の
違
和

感
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
部
分
は
瑞
穂
國
統
治
（
記
）
天
壌
無
窮
（
紀

一
書
第
一
）
の
神
勅
に
対
応
す
る
。
も
し
も
こ
れ
が
「
十
種
瑞
寳
」
と
同

様
に
机
上
で
案
出
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
例
え
ば
降
臨
先
で
あ
る
畿
内
の

統
治
、
版
図
の
拡
張
と
い
っ
た
相
応
し
い
内
容
に
な
っ
て
然
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
前
半
は
と
も
か
く
、
後
半
部
分
に
は
、
下
敷
き
と
な
る

記
・
紀
『
古
語
拾
遺
』
以
外
の
別
の
資
料
の
存
在
を
考
え
る
の
が
自
然
で

坐率（》ブ（〆、『ノＯ
物
部
氏
に
は
、
大
連
系
と
首
系
の
二
系
統
が
あ
る
こ
と
に
は
度
々
ふ
れ
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て
き
た
。
石
上
の
地
か
ら
見
た
場
合
、
前
者
は
河
内
か
ら
霊
剣
フ
ッ
ノ
ミ

タ
マ
を
携
え
て
移
住
し
て
き
た
外
来
勢
力
で
あ
り
、
軍
事
的
性
格
を
特
徴

と
す
る
。
後
者
は
、
布
留
川
の
川
辺
で
神
迎
え
を
行
っ
て
き
た
在
地
勢
力

で
あ
り
、
祭
祀
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
布
留
遺
跡
の
発
掘
調

査
に
よ
る
と
、
古
墳
時
代
中
期
を
境
に
祭
祀
遺
跡
が
高
台
に
移
さ
れ
、
そ

の
前
後
で
は
出
土
品
も
玉
類
か
ら
武
器
類
に
性
質
が
変
化
す
る
こ
と
が
報

（訂）

告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
物
部
大
連
の
当
地
へ
の
進
出
に
伴
う
現
象
と

見られる。

布
留
川
の
川
原
で
行
わ
れ
て
い
た
首
系
の
祭
祀
が
、
水
神
に
対
す
る
も

の
だ
と
す
る
と
、
或
い
は
豐
穣
予
祝
等
の
意
味
を
持
つ
農
耕
的
性
格
の
呪

術
と
し
て
発
生
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
神
迎
え
は
、
そ
こ
で
多
数

出
土
し
て
い
る
と
い
う
玉
な
ど
の
呪
具
を
振
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
．
そ
れ
が
次
第
に
発
展
し
て
、
怪
我
や
病
気
の
治
療
、
更
に

は
死
者
を
生
き
返
ら
せ
る
鎮
魂
の
意
味
が
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
初
期
に
は
神
迎
え
の
た
め
に
一
か
ら
十
ま
で
唱
え
て
い
た
も
の
が
、

呪
術
の
手
段
と
し
て
の
呪
文
に
性
格
を
変
え
、
そ
の
呪
文
若
し
く
は
呪
法

が
「
布
留
の
言
」
と
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
呪
術
は
「
振

た
ま
ふ
り

る
」
所
作
か
ら
「
振
る
へ
」
の
呪
文
へ
、
更
に
は
「
鎮
魂
」
、
地
名
の
「
布

留
」
へ
と
い
う
よ
う
に
〈
フ
ル
〉
の
音
を
軸
と
し
て
祭
祀
の
形
を
整
え
た

のである。

薑
事
紀
所
載
の
十
数
え
る
呪
文
を
、
「
十
種
瑞
寳
」
の
一
つ
一
つ
を
数
え

上
げ
る
意
と
解
釈
す
る
む
き
も
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
逆
で
、
呪
文
が
始
め

に
あ
り
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
「
十
種
瑞
寳
」
の
概
念
が
作
ら
れ
て
薑
事
紀

の
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
伝
承
に
取
り
込
ま
れ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。

七

薑
事
紀
の
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
の
述
作
者
は
、
記
・
紀
『
古
語
拾
遺
』
の

内
容
に
精
通
し
て
お
り
、
様
々
な
箇
所
の
記
事
か
ら
適
当
な
表
現
を
抜
粋

し
て
繋
ぎ
合
わ
せ
る
作
業
を
行
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
に
加
え

て
、
見
て
き
た
よ
う
に
石
上
の
地
に
土
着
の
市
川
臣
・
春
日
臣
の
呪
術
に

纏
わ
る
詞
章
を
も
、
天
神
の
詔
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
る
。
述
作
者
は
こ

の
よ
う
な
手
法
で
、
当
該
記
事
を
纏
め
あ
げ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と
を
換
言
す
る
な
ら
ば
、
大
連
系
の
始
祖
伝
承
に
首
系
の
詞
章
が
吸

収
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

記
・
紀
は
王
権
神
話
で
あ
り
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
る
氏
族
の
伝
承
は
天

皇
家
に
対
す
る
服
属
伝
承
の
形
態
を
と
る
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
薑
事
紀
所

載
の
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
降
臨
の
記
事
に
も
、
同
様
の
現
象
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
市
川
臣
・
春
日
臣
は
、
征
服
者
の
物
部
大
連
に
祭
祀
の
呪
文
を

奪
わ
れ
、
氏
姓
を
物
部
首
に
改
め
同
族
化
さ
れ
た
。
こ
れ
と
同
じ
事
柄
は
、

独
立
し
た
氏
族
を
形
を
成
さ
な
い
部
民
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
部
民
の
爲
奈
部
が
、
統
括
者
で
あ
る
物
部
大
連
に
造
船
技
術
を
以

て
仕
え
た
こ
と
が
、
当
該
伝
承
の
「
天
磐
舟
」
に
関
わ
る
箇
所
に
反
映
し

た
点
が
そ
の
事
例
に
該
当
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
薑
事
紀
の
所
伝
は
、
同
族
化
さ
れ
た
氏
族
や
、
統
括
さ

れ
た
部
民
の
、
物
部
大
連
に
対
す
る
服
属
伝
承
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
．

薑
事
紀
に
お
い
て
は
、
物
部
大
連
が
記
・
紀
に
お
け
る
天
皇
家
と
等
質
の

位
置
に
あ
っ
て
、
系
譜
・
伝
承
の
統
合
化
を
行
っ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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註
（
１
）
三
浦
佑
之
氏
「
氏
族
と
神
話
」
（
古
橋
信
孝
氏
編
「
日
本
文
芸
史
』

古
代
Ｉ
）
二
○
九
頁

（
２
）
本
居
宣
長
『
古
事
記
傳
』
一
之
巻
二
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
）
、

鎌
田
純
一
氏
『
先
代
菖
事
本
紀
の
研
究
』
研
究
の
部
な
ど

（
３
）
日
本
古
典
文
學
大
系
『
古
事
記
』
一
○
六
頁

（
４
）
松
田
章
一
氏
「
古
事
記
に
お
け
る
物
部
伝
承
の
考
察
」
合
金
沢
大

学
法
文
学
部
論
集
』
文
学
篇
一
○
）

（
５
）
吉
井
巌
氏
「
火
明
命
」
（
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
」
二
一
四
五
頁

（
６
）
田
中
巽
氏
「
尾
張
氏
系
譜
に
つ
い
て
」
（
『
神
戸
商
船
大
学
紀
要
』

第一類五号）

（
７
）
赤
松
啓
介
氏
「
天
皇
制
起
源
神
話
の
研
究
』
八
八
頁
な
ど

（
８
）
註
（
５
）
前
掲
論
文
一
四
九
～
一
五
○
頁

（
９
）
毛
利
正
守
氏
「
古
事
記
に
於
け
る
『
天
神
』
と
『
天
神
御
子
芒
含
國

語
國
文
』
第
五
十
九
巻
三
号
）
二
六
頁

（
川
）
西
郷
信
綱
氏
「
大
嘗
祭
の
構
造
」
「
神
武
天
皇
」
（
『
古
事
記
研
究
』

所収）

（
Ⅱ
）
三
品
彰
英
氏
「
記
紀
神
話
異
伝
研
究
の
一
駒
」
含
日
鮮
神
話
伝
説

の研究』）

（
皿
）
宇
野
幸
雄
氏
「
物
部
氏
に
つ
い
て
ｌ
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
降
臨

伝
承
に
つ
い
て
ｌ
」
（
肥
後
先
生
古
稀
記
念
論
文
刊
行
会
編
『
日
本
民

俗社会史研究」）

（
過
）
鎌
田
純
一
氏
『
先
代
蕾
事
本
紀
の
研
究
』
校
本
の
部
六
九
頁

（
Ｍ
）
津
田
左
右
吉
氏
『
上
代
史
の
新
研
究
』
亀
津
田
左
右
吉
全
集
』
第

へ へ

１６１５
ー ー

註 巻
…

註
（
Ｍ
）
前
掲
書
三
九
頁

田
中
卓
氏
「
第
一
次
天
孫
降
臨
と
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
の
東
征
」

（
『
神
話
と
史
実
』
所
収
）
な
ど

三
九
頁

（Ⅲ）前

（
Ⅳ
）
式
内
社
研
究
会
編
一
式
内
社
調
査
報
告
』
第
二
～
四
巻
に
よ
る
。

な
お
、
添
下
郡
の
登
彌
神
社
の
祭
神
を
『
神
社
壊
録
』
は
饒
速
日
命

と
し
て
い
る
。
（
同
報
告
第
二
巻
一
三
一
頁
）

（
肥
）
註
（
焔
）
前
掲
論
文

（
岨
）
神
野
志
降
光
氏
弓
古
語
拾
遺
』
の
評
価
」
（
『
國
文
學
」
第
三
十
九

巻六号）

（
別
）
井
上
実
氏
「
旧
事
本
紀
の
成
立
」
含
武
庫
川
学
院
女
子
大
学
紀
要
』

第
一
集
」
）
な
ど

（
型
守
屋
俊
彦
氏
「
剣
の
呪
ｌ
物
部
伝
承
考
ｌ
」
亀
古
事
記
研
究
』
所

収
）
二
一
頁

（
〃
）
古
橋
信
孝
氏
『
神
話
・
物
語
の
文
芸
史
」
一
六
九
頁

（
羽
）
こ
の
点
は
、
拙
稿
弓
先
代
菖
事
本
紀
」
の
構
造
と
成
立
ｌ
フ
ッ
ノ

ミ
タ
マ
を
中
心
に
Ｉ
」
亀
古
事
記
年
報
』
三
十
九
号
）
で
論
じ
た
。

（
別
）
註
（
皿
）
（
坊
）
前
掲
論
文

（
閉
）
拙
稿
「
ヰ
ナ
ベ
伝
承
の
発
生
と
展
開
」
含
国
文
学
研
究
』
第
三

七集）

（
妬
）
冨
山
房
國
史
辞
典
編
纂
部
編
『
國
史
辞
典
」
四
七
五
～
四
七
六
頁

（
〃
）
天
理
市
教
育
委
員
会
編
『
布
留
遺
跡
範
囲
確
認
報
告
書
』
一
三
頁

（
付
記
）
本
稿
は
、
古
代
文
学
会
第
四
三
八
回
例
会
（
平
成
八
年
七
月
六
日
於

共
立
女
子
短
期
大
学
）
に
於
け
る
口
頭
発
表
の
内
容
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
席
上
、
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
各
位
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
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